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 私たちが行う県政は、県民の皆さんの信頼に支えられて、はじめて成り立つ

ものです。 

 

 私たちは、 

 県民の皆さんが納めていただいた税金の使い方を、信用して任せていただい

ているということを常に意識して、 

たった一人の行動が、県全体、県職員全体に対する信頼を損なうということ

を忘れずに、 

県政の推進に努めます。 

 

 

あなたがしようとしていることは、 

・ 法律や条例に違反していませんか 

・ 家族に自信を持って話せますか 

・ 新聞やテレビで報道されても、堂々としていられますか 

今一度、心の中で振り返ってみてください。 

 

そして、迷ったときは、本ハンドブックを開いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「三重県職員コンプライアンス指針」制定の趣旨 

  この基本方針は、コンプライアンスを推進していく上で、職員が日常の業

務を遂行する過程で取るべき判断や行動のあり方についての全般的な共通事

項、基本的事項を定めるものです。 

  日常業務を行う中で、あるいは、日常生活の中で、コンプライアンスの観

点から判断に迷うときや疑義が生じたときは、思い込みや勝手な判断をせず、

この基本方針を読み返すとともに、上司や関係課に相談してください。 
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コンプライアンス宣言 

 

 

 

私たちは、法令や社会規範、ルール、

マナーを遵守するとともに、公正・誠実

に職務を遂行し、説明責任を果たすこと

によって、県民の皆さんの信頼に応えて

いくことを誓います。 

 

 

 

 

 

コンプライアンスは、一般的に「法令遵守」と訳されますが、三重県庁に

おいては、「法令や社会規範、ルール、マナー（以下「法令等」という。）を

遵守するとともに、公正・誠実に職務を遂行し、説明責任を果たすことによ

って、県民の皆さんの信頼に応えていくこと」をいいます。 

 

私たちの仕事が、県民の皆さんからの信頼によって成り立っている以上、

法令等を遵守することは当然のこと、公正・誠実に業務を遂行し、何に基づき、

誰のため、何のために業務を行っているのかを、県民の皆さんに説明できるこ

とが求められます。そして、職務以外においても、法令等を率先して遵守して、

県民の皆さんの信頼確保に努めなければいけません。 

 

２ 



 

Ⅰ 行動指針 

 

１ コンプライアンス推進の目的 

   私たち公務員は、憲法第 15 条において「全体の奉仕者」とされています。

そして、地方公務員法第 30 条において、「すべて職員は、全体の奉仕者と

して公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙

げてこれに専念しなければならない。」と定められています。 

   私たちの仕事は、県民の皆さんが納めていただいた税金によって賄われ

ており、法令や適正な手続きにより組織として決定された意思に基づいて

行わなければなりません。 

コンプライアンスを推進していくことは、これらのことを当然のことと

して意識し、行うとともに、法令により義務化されていなくとも「それを

行うことで県民のためになる」行為を行う、法令により禁止されていなく

とも「それを行うことにより県民の信頼を損ねる」行為を行わないという、

高い意識を持つこと、そして実践していくためのものです。 

 

   

２ 基本的な心構え 

私たちは、自らの行動が、県民の皆さんや仲間である職員に多大な影響を

与えてしまうことを自覚するとともに、仕事のそもそもの目的がどこにある

のかを忘れずに、県庁組織のためではなく、県民全体の利益を考えて行動し

なくてはなりません。 

県民の皆さんから信頼され、安心して県政を任せていただけるよう、次の

心構えに基づき行動します。 

 

（１）法令遵守 

三重県職員の持つ権限や地位が、法令に基づくものであることを深く自

覚し、困難にも立ち向かう積極的な姿勢で、法令の遵守を徹底します。 

（２）公正な職務遂行 

全体の奉仕者として、不当な差別的取扱をすることなく公正に職務を遂

行し、県民の皆さんに対する説明責任を果たします。 

（３）職権濫用の禁止 

常に公私の別を明らかにして行動し、職務又はその地位を私的な利益の

ために用いません。 

（４）規律の徹底 

勤務時間中はもちろん、勤務時間外においても、自らの行動が公務への

信頼に与える影響を自覚し、県民の皆さんからの信頼の確保に努めます。 

３ 
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【関係規定】 

・ 三重県情報公開条例 

・ 三重県情報公開条例施行規則 

・ 三重県情報公開事務取扱要領 

・ 旅費、食糧費等に関する開示基準規則 

・ 三重県の情報提供施策の推進に関する要綱 

・ 附属機関等の会議の公開に関する指針 

・ 県民等の意見を行政に反映させる手続きに関する指針 

・ 三重県情報公開・個人情報保護制度推進要綱 

 

【教訓とすべき事例】 
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・ 職員一人ひとりは、交通違反は絶対に行わないという強い意志を持ち、職員同

士が注意をしあうことが必要です。 

・ 特に公用車を運転する時は、丁寧な運転を心がけ、事故を起こさないよう一層

の注意を払うとともに、たとえ擦り傷であっても、必ず所属長に報告しなけれ

ばいけません。 

 

【関係規定】 

・ 道路交通法 

・ 職員による飲酒運転・交通事故等に対する懲戒処分の基準について（平成 22 年 12 月 24

日付総務第 04-179 号総務部長通知） 

・ 三重県職員事故事務取扱規程 

・ 三重県職員事故事務取扱規程の改正について（平成 15 年３月 20 日付総務第 04-401 号総

務局長通知） 

・ 三重県飲酒運転０

ゼロ

をめざす条例 

 

【教訓とすべき事例】 
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【求められること】 

・ 職員一人ひとりが、「三重県電子情報安全対策基準」や「職員のためのセキュ

リティ５ヶ条」の内容を熟知し、遵守しながら業務を遂行しなければなりませ

ん。 

・ 所属長（情報セキュリティ責任者）は、日頃から「三重県電子情報安全対策基

準」の内容を十分理解し、自らの果たすべき役割等について認識するとともに、

必要に応じて、所属職員等に対して助言や指示を行わなければなりません。 

・ セキュリティ事故発生の恐れがある場合は、すべての職員は、直ちに必要なセ

キュリティ対策を講じなければなりません。 

 

【関係規定】 

・ 三重県電子情報安全対策基準 

・ 職員のためのセキュリティ５ヶ条 

 

【教訓とすべき事例】 
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別表（各種相談窓口、担当課一覧） 

○ 公益通報（内部通報）窓口 

【総合窓口（教育委員会を除く）】 

担当部署 電子メール（専用） 電話（専用） ＦＡＸ 

総務部人事課 koekisom@pref.mie.jp 059-224-2599 059-224-3170 

＊ 各部局総務課等にも相談窓口があります。 
 

【外部窓口（教育委員会を除く）】 

担当弁護士 

（平成 25 年度） 

電子メール 電話（平日 9:00

～18:00） 

ＦＡＸ 

長尾 英介 nagao@furihata-law.jp 090-7697-6186 059-223-0026 

 

【総合窓口（教育委員会）】 

担当部署 電子メール（専用） 電話 ＦＡＸ 

教育委員会 

事務局教職員課 

事務局人事班 

 

 

koekikyo@pref.mie.jp 

 

059-224-2953 

（教育委員会事務

局に関すること） 

 

 

059-224-3040 

同 

県立学校人事班 

059-224-2956 

（県立学校に関す

ること） 
 

【外部窓口（教育委員会）】 

担当弁護士 

（平成 25 年度） 

電子メール 電話 ＦＡＸ 

中嶋 豊 nakajima@ketudan-su

pport.jp 

090-7692-7862 059-329-7089 

 

○セクハラ・パワハラ相談窓口 

【相談窓口（教育委員会を除く）】 

担当部署 電子メール（専用） 電話 

総務部人事課 harassm@pref.mie.jp 059-224-2103 

職員労働組合     － 059-224-3100 
 

【外部窓口（教育委員会を除く）】 

委託事業者 

（平成 25 年度） 

電話（着信払い（フリ

ーダイヤル）） 

相談時間 

平日 12:00～21:00 

土曜日 9:00～17:00 

（祝祭日、12/29～1/4 を除く） 

ダイヤル・サービス

（株）専門相談員 

0120-37-3880 
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【相談窓口（教育委員会）】 

担当部署 電子メール 電話 

教育委員会 

事務局教職員課 

事務局人事班 

 

 

kyosyok@pref.mie.jp 

 

059-224-2953 

（教育委員会事務局に関すること） 

同 

県立学校人事班 

059-224-2956 

（県立学校に関すること） 

 ＊ セクハラについて、福利・給与課福利健康班（059‐224‐2939）にも相談

窓口があります。 

 

○担当一覧 

項目 担当部署 電話 ＰＨＳ 

指針全般 総務部 

コンプライアンス推進監 

059-224-2656 2656 

①県民の皆さんの信頼に

応える業務姿勢 

同上 同上 同上 

②説明責任 同上 同上 同上 

③情報公開 戦略企画部情報公開課 

情報公開班 

059-224-2071 2071 

 

④人権尊重 環境生活部人権課人権班 059-224-2278 2278 

⑤ハラスメントの禁止 総務部人事課人事班 059-224-2103 2103 

⑥交通法規の遵守 総務部人事課人事班 同上 同上 

⑦県民の疑惑を招く行為

の禁止 

総務部人事課人材活用班 同上 同上 

⑧個人情報保護 戦略企画部情報公開課 

情報公開班 

059-224-2071 2071 

⑨情報セキュリティ対策 地域連携部ＩＴ推進課 

ＩＴ利活用推進班 

059-224-2796 2796 

⑩知的財産権への対応 

（著作権に限る） 

環境生活部文化振興課 

文化企画班 

059-224-2176 2176 

⑪健全な職場環境の醸成    

 



資料３－２ 

平成 25 年 9 月 26 日 

総務部（人事課） 

今後のスケジュール（案） 

 

 

１ コンプライアンスハンドブック（指針）中間案 

・ 9 月 20 日（金）共通幹事会  

・ 9 月 26 日（木）政策会議     

 

 

２ 第３回全所属コンプライアンス・ミーティング題材提供 

・ 10 月 16 日（水）共通幹事会  

・ 10 月 21 日（月）政策会議     

 

 

３ コンプライアンスハンドブック（指針）最終案 

・ 11 月 15 日（金）共通幹事会  

・ 11 月 20 日（水）政策会議     

 

 

４ コンプライアンスハンドブック（指針）策定 

・ 12 月 18 日（水）共通幹事会  

・ 12 月 24 日（火）政策会議     

 

 

５ 第４回全所属コンプライアンス・ミーティング題材提供、指針活用 

・ 1 月 8 日（水）共通幹事会  

・ 1 月 14 日（火）政策会議   


